
事務手続きフロー

請求日

基準日

協議開始

スライド額確定

変更契約

スライド額
協議開始日の通知

履行期限

様式１

様式２

様式３

７日
以内

１４日
以内

１４日
以内

２か月
以上

委託者又は受託者から請求

委託者から受託者に通知

委託者から受託者に通知

委託者は、必要に応じ賃上
げ事実の確認を行う。

※委託者が資料提供等を求
める場合には、優越的地位
の濫用の規定に触れないよ
う注意する。

別紙


